
No.237   2018 年 4 月 10 日 

 □■感染症情報(H30 年第 13 週)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

  ●トピックス 

 

 ◆インフルエンザについて 

 

   鉾田保健所管内において，1定点あたり第 12 週 5.80,第 13 週 2.00 と 

  先週より更に減少しています。 

 

   県において，1定点あたり第 12 週 4.19（国 5.35），第 13 週 1.96 

 （国 3.39）と減少しています。 

   県内全域に発令されていた「インフルエンザ警報」は 3月 22 日に 

  解除されましたが，インフルエンザ地域警報が続いていた古河 

  保健所管内でも 6.50 と国の定める警報の解除基準値（10.00）を 

  下回ったため，全ての「インフルエンザ地域警報」が 4月 5日に 

  解除されました。     

   

 ＜県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出件数＞ 

   期   間：H29 年 9月 4日から H30 年 4 月 1日まで 

   検 体 数：184 検体              〔昨シーズン〕 

   検体内訳：AH3（A 香港型）44検体 [23.91％]   〔75.6％〕 

        AH1pdm09   51 検体 [27.72％]   〔 8.1％〕 

        B 型      90 検体 [48.91％]   〔16.3％〕 

        ＊うち 1検体は，AH3（香港型）と B型の混合感染例 

  ※参考 

    国内のインフルエンザウイルスの検出状況 

    （直近の 5週間：2018 年第 7週～2018 年第 13 週） 

     ①「B型」 最も多い 

     ②「AH3 型」 

     ③「AH1pdm09 型」 

 

【インフルエンザ警報の解除について（H30 年 3月 22 日）県】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/20

180322influkeihoukaijyo.pdf 

 



【インフルエンザ流行情報について（第 18 報）】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2017sflureport

18.pdf 

 

【インフルエンザ様疾患による 

   学級閉鎖等措置・集団発生等の状況について（第 21 報）県】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2017flu21.pdf 

 

【「みんなで予防！インフルエンザ」（県）】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/2017fluibaraki

.jpg 

 

【咳エチケットしていますか（県）】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/sekia4.pdf 

 

【できていますか？正しい手洗い（県）】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza/documents/tearaia4.pdf 

 

【インフルエンザ Q&A（厚生労働省）Ｈ29 年 11/15 時点】 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

 

【インフルエンザの発生状況について（国）H30 年 1月 26 日】 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000192297.pdf 

    ◆県内における「腸管出血性大腸菌感染症」の発生について 

 

   県において，第 12 週の発生はなく，第 13 週に 1件の発生が 

  ありました。 

  ＜腸管出血性大腸菌感染症＞ 

   潜伏期間：おおよそ 3～5日 

   症  状：腹痛・下痢・血便など 

   合 併 症：乳幼児や高齢者が感染すると，溶血性尿毒症症候群 

        （HUS）等により重症化することがある 

  ＜予防のポイント＞ 

   調理・食事前，トイレの後に石けんと流水で十分に手を洗う 

   食品が生肉と接触するのを避ける 

   食品を十分加熱する 



   調理後の食品はなるべく食べきる 等    

【H29 年腸管出血性大腸菌感染症発生状況（茨城県）】 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/sokuho/03_tyoukanh29.html 

【腸管出血性大腸菌感染症とは（国立感染症研究所）】 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/439-ehec-intro.html 

   

●感染症サーベイランス情報 

 【県内の保健所別報告数】 

   （第 13 週 3 月 26 日～4月 1日）       （2018 年第 13 週までの報告数累計） 

                        

 結 核    5 件（鉾田 0 件，他  5 件）       県  112 件， 全国  4904 件 

 

 腸管出血性大腸菌感染症 1 件（土浦）     県   7 件， 全国  150 件 

 

 侵襲性肺炎球菌感染症 1 件（古河）      県  18 件， 全国  1007 件 

 

 梅 毒    1 件（潮来）           県   21 件， 全国 1407 件  

 

 破傷風   1 件（つくば）          県   1 件， 全国   15 件        

 

 ──────────────────────────────────── 

 ★ 当メールの内容についてのお問い合わせは下記までお願いします。 

 

   茨城県鉾田保健所 健康指導課 

  

  E-Mail：hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp    TEL:0291-33-2158 

 ──────────────────────────────────── 

  *******************鹿行地域感染等対策ネットワーク********************* 

   

 【事務局】 

 土浦協同病院           ｜  

  なめがた地域医療センター ｜   茨城県鉾田保健所 

                       ｜ 

  〒311-3516        ｜  〒311-1517 

   行方市井上藤井 98-8   ｜   鉾田市鉾田 1367-3 

               ｜   



   TEL:0299-56-0600       ｜   TEL:0291-33-2158 

       FAX:0299-374111    ｜   FAX:0291-33-3136 

 

  ********************************************************************* 

 


